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国研等における特許権等の取扱いについて

国立試験研究機関等（以下「国研等」という ）で生まれた研究成果は、知的財産。

戦略大綱等においても技術移転機関等を用いたその活用の促進が近年特に求められて

いるところです。

このため、厚生労働省においても、国に帰属することが決定した発明に係る特許を

受ける権利または国が取得した特許権の円滑な譲渡または専用実施権の設定 以下 譲（ 「

渡等」という ）を促進するため、会計法令等に基づき、下記の場合には随意契約に。

よることとしましたので、今後は下記の点にご留意の上、国研等の研究成果の民間等

へ円滑な技術移転に努められるようお願いします。

記

１．国に帰属することが決定した時点から出願公開までの特許を受ける権利は、発明

の内容が非公開であるため、当該発明の内容を当然に知り得る唯一の者でその発明

の効果的な実施を可能とする者に対して譲渡等をする場合

なお、これらの条件を満たす者としては 「民間等との共同研究」における相手、

方企業 「受託研究」による委託者及び「大学等における技術に関する研究成果の、

民間事業者への移転の促進に関する法律」に基づく技術移転事業者が考えられる。
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２．共有に係る特許権について、第三者へ譲渡等をするときには、他の共有者の同意

が必要であることから、国以外の共有者が任意の第三者への譲渡等に同意せず、か

つ、国以外の共有者又はその指定する者への譲渡等について合理性があり、さらに

発明の効果的な実施が期待できるなどの理由により国として同意できる場合で、国

以外の共有者又はその指定する者に対して譲渡等をする場合


